
平成３１年第４回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３１年４月２４日

                           １３時３０分～１５時３０分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室
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平成３１年第４回海老名市農業委員会定例総会

 平成３１年４月２４日「平成３１年第４回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市議

会全員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 1番 鈴木 守    2番 深澤 伸治    3番 清水 澄雄   4番 松島 淳一 

 5番 小島 冨士男  6番 波多野 寛   7番 市川 和美   8番 竹内 章人

 9番 新戸 和夫  10番 守屋 福夫   11番 宮䑓 功   12番 金指 満 

13番 二見 務   14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝   16番 鈴木 信一 17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一

19番 猪熊 克行  20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、管理係長 草薙 砂織、主査 加藤 謙次、主事 柴田 康平、

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第17号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第18号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第19号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第４ 議案第20号 引き続き農業を行っている旨の証明について（報告） 

 日程第５ 議案第21号 農用地利用集積計画（案）について

審議事項は次のとおりである。

 (１) 農地の一時使用について（報告） 

 (２) 農地転用届出による専決処分について 

(３) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】  ただいまの出席委員は、１４名でございます。また、農地利用最適化推

進委員の６名も全員出席をいただいております。定足数に達しております

ので、会議は成立いたしました。 

 次に、農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により議事録署名人

を指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、２番委員、３番委員を指名いた

します。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページ、（１）活動状況報

告、（２）農地異動状況調、（３）県許可の状況について、事務局から説

明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】  報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質

問等がありましたらお願い申し上げます。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、報告でございますから、この程度にさせていただき

たいと思います。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会

議規則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますの

で、この規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可いたします。傍聴人を入室さ

せてください。 

 それでは、会議を進めさせていただきます。 

 これより５．付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第１７号、農地法第３条の規定によ

る許可申請についてを議題といたします。 
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 受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  農地法第３条では、農地、または採草放牧地についての権利を移転、ま

たは設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければなら

ない旨が規定されています。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて、

農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として、農業者以外の者によっ

て取得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によって効

率的に利用されることにより、農業生産力の維持拡大を図ることを趣旨と

したものです。 

 提案説明の前に、農地法第３条の農地の権利を移転又は設定するとき

の許可基準につきまして、先日研修会で県職員からご説明がありました

が、今日は初回でございますので、もう１度改めて確認させていただき

たいと思います。 

 本日お配りしております当日配付資料、こちらのＡ４縦の資料の３ペ

ージをお開きください。「農地法第３条の許可基準について」という資料

でございます。 

 農地の権利を移転、または設定するときの許可基準については、権利

を受ける方が個人の場合には、この資料にございますとおり、大きく４

つの観点の要件がございます。左上の①からご説明をいたします。１つ

目は、全部効率利用要件と呼んでいるもので、「権利を取得しようとする

者又はその世帯員等が、取得後耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の

すべてを効率的に利用して耕作を行うこと」という要件です。これは、

「権利を取得しようとする者又は世帯員等の経営規模、作付作物等を踏

まえ、（機械・労働力・技術）の要素等を総合的に勘案して判断する」こ

ととしています。個別案件の審議では、地区担当委員から申請者世帯の

農業経営の状況などのご報告やご意見をいただきます。また、事務局か

ら補足説明として、申請書や農家基本台帳に記載されている申請者世帯

の農業用機械の保有状況や、申請者世帯の農業従事者、それぞれの農業

従事日数や、農業経験年数を報告いたします。これらから要件を確認し

ていただきたいと思います。 
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 次に、右上の②でございます。２つ目の要件は、農作業常時従事要件

と呼んでいるものでございまして、「権利を取得しようとする者又はその

世帯員等が、取得後、耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事す

ること」という要件です。「常時従事は年間１５０日以上農作業に従事し

ている場合をいう」こととされています。この１５０日というのは、１

人で１５０日ということではなく、世帯員全員の従事日数の合計で判断

いたします。申請書や農家基本台帳に記載されている世帯員それぞれの

年間農業従事日数を事務局から報告いたしますので、年間１５０日以上

農作業に従事しているかをご確認いただきたいと思います。 

 次に、左下の③、下限面積要件という要件でございます。こちらは、

「権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後において耕作

の事業に供すべき農地の面積の合計が下限面積（海老名市においては３

０アール）に達すること」という要件でございます。申請者世帯の現在

の農業経営面積は、事務局から報告するほか、議案書にも記載しており

ます。 

 最後に、右下の④、地域との調和要件と呼んでいるものでございます。

「取得後の耕作又は養畜の事業内容並びにその農地等の位置及び規模か

らみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地

等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがな

いこと」という要件です。申請書には、この要件に対応した項目があり

ますので、記載事項を事務局が補足説明として申し上げます。地区担当

委員のご報告、ご意見に加え、事務局からの説明から要件をご確認いた

だきたいと思います。 

 それでは、案件の提案説明をいたします。議案書６ページにお戻りいた

だきましてご覧いただければと思います。 

 受付番号１３、申請地は、社家字■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計■■■■■

平米です。譲受人は、社家■■■■、■■■■■、持分３分の２、■■

■、持分３分の１、譲渡人は、社家■■■■■、■■■■■、権利の種
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類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。 

 現地の案内図及び写真は、議案書と一緒に郵送しておりますこちらの

資料１にございますのでご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。

18番委員。 

【18番委員】  地元社家地区委員としまして、ふだんからつき合っている方ということ

で、■■■さん並びに■■■さんにつきましては、労働日数は２４０日を

超えているということ、トラクター、耕運機、諸農機具等を所有しており

まして、十分に畑作、また、水田耕作は可能だということです。そして、

新たに規模拡大ということなんですが、この後、審議される５条の規定で

所有権移転ということで、２反、２０アールほど売買しております。その

代替地として所得したということも検討していただければと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  譲受人の■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■■さんとその子

の■さんの２人が農業従事者だそうです。経営主は、平成３１年の農家基

本台帳によると■■■さんとなっております。農業への従事状況に関して

ですが、■■■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は年間２４０

日、■さんの農業経験年数は３５年、農業従事日数は年間１２０日だそう

です。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、田が■■■■■平米、畑

が■■■■■平米、合計、■■■■■平米で、下限面積である３０アール

を超えております。機械は、トラクター１台、耕運機２台、田植え機１

台、コンバイン１台、軽トラック１台などを所有しています。また、地域

集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載が

あります。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人と

して問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が

定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。こ

の案件に関して、特に問題ないと思われます。 
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 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。８番委員。 

【８番委員】  昨日、現地を第１班で確認してきました。現地は耕うんされており、農

地としてしっかり管理されておりましたので、問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。いられませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１３について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第１８号、農地法第５条の規

定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  まず、提案説明の前に、委員の皆様には新人研修等でご説明しておりま

すが、農地法第４条及び第５条の規定による農地転用の仕組みを改めてご

確認いただいてからご審議をいただければと思います。繰り返しの内容に

なる部分も多く、大変恐縮ではございますが、改めてお聞きいただき、ご

確認いただければと思います。 

 本日お配りしております、こちらの当日配付資料４ページをお開きく

ださい。「農地転用許可制度の概要―農地法―」という資料でございま

す。５ページ以降、「審査基準」という資料がございます。こちらをあわ

せて使ってご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 農地転用の許可に関する審査につきましては、審査基準をもとに行っ

ておりますので、委員の皆様には時間のあるときにこの５ページ以降の

審査基準というものをお読みいただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
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 それでは、ご説明いたします。 

 農地法第４条及び第５条では、農地を転用する場合、転用する目的で

権利を設定、移転する場合には、原則として県知事または農林水産大臣

の許可を受けなければならない旨、規定されています。これは、優良農

地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを趣旨

としたものです。 

 農地転用の許可基準は、大きく３つございます。お配りしている資料

４ページの「農地転用許可制度の概要―農地法―」という資料の真ん中

の枠の左側に農畜分とありまして、これの右側の枠の中に立地基準とい

う記載がございます。農地転用をしようとする場所によって判断される

この立地基準が許可基準の１つ目となります。また、立地基準の右側を

見ていただきますと一般基準とありますが、これは転用が確実に行われ

るものであるか、周辺農地への被害防除が適切であるかなどによって判

断されるもので、この一般基準が許可基準の２つ目となります。３つ目

は、こちらの一覧の資料には記載がないんですけれども、審査基準のほ

うに記載がございます、県が定めている転用目的ごとに要件が異なる個

別基準という基準がございます。 

 まず、１つ目の立地基準についてご説明をいたします。資料はこちら

の４ページの表をご覧いただければと思います。立地基準は、大きく５

種類に区分されております。こちらの資料の農地区分と記載されている

部分の下に５種類の区分の説明がございます。上からご説明いたします

が、１つ目が、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区

域とされた区域内の農地で、農用地区域内農地に区分されます。農用地

区域内農地は、農地転用が原則不許可となる農地区分です。その下の２

つ目が、市街化調整区域内の農地で、農業公共投資が行われてから８年

以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地というこ

とで甲種農地に区分されます。甲種農地は、農地転用が原則不許可です

が、海老名市内に甲種農地に該当する農地はございません。その下の３

つ目ですが、１０ヘクタール以上の農地が広がっている集団農地の区域
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内の農地、農業公共投資の対象となっている農地、生産力の高い農地

で、第１種農地と区分されます。第１種農地は、農地転用が原則不許可

となる農地区分ですが、農業用施設用地としての転用や、農業集落に接

続した区域内に農家住宅を建てる場合など、例外的に許可となる場合も

ございます。その下の４つ目が、農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能性のある農地で、

第２種農地に区分されます。第２種農地は、次に説明いたします第３種

農地に立地困難な場合などに許可となる農地区分でございまして、その

土地に代えて事業の目的が達成できるような土地がない場合のみ、許可

となる農地区分でございます。最後の一番下の５つ目ですが、都市的整

備がされた区域内の農地、市街地にある農地で、第３種農地に区分され

ます。第３種農地は、農地転用が原則許可となる農地区分でございま

す。今ご説明いたしましたのは立地基準の概要的な部分でございます

が、これらの区分についての具体的な要件については、次のページから

の審査基準という資料に細かく記載がございます。後ほど、案件ごと

に、今回の申請があったものについて、審査基準のどこに該当するのか

というところもご説明をいたします。 

 また、立地基準を判断する際の留意点としまして、農用地区域内農地

かどうかという点と甲種農地かどうかという判断をした結果、どちらに

も該当しないということが確認できましたら、その次は第３種農地かど

うかを判断することとなっております。例えば１０ヘクタール以上の集

団農地の区域内の農地で、第１種農地の要件があるような土地であった

としても、周辺の市街化の度合いによって第３種農地と判断できるとい

う場所につきましては、立地基準としては第３種農地で、農地転用が原

則許可となる区分に該当することとなります。第３種農地でない場合に

は、第２種農地かを判断し、第２種農地にも該当しないという場合、第

１種農地かどうかを判断いたします。また、いずれにも当てはまらない

場合には、その場所は第２種農地と判断されることとなります。 

 続きまして、許可基準の２つ目、一般基準でございます。一般基準
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は、次に該当する場合、不許可となる基準でございまして、大きく２つ

の項目がございます。１つ目が、転用の確実性が認められない場合、具

体的には、他法令の許認可の見込みがない場合や、関係権利者の同意が

ない場合などでございます。２つ目は、周辺農地への被害防除措置が適

切でない場合で、具体的には、土砂の流出、崩壊のおそれがある場合

や、雨水や汚水の排水計画が適切でない場合などでございまして、特に

この部分について、定例総会の場では重点的にご確認をいただきたいと

考えております。また、一時的に農地でない使い方をして事業の目的が

達成された後に農地へ復元するという場合には、一時転用という扱いに

なりまして、その場合には農地への原状回復が確実と認められない場合

には許可にならないとされています。以上が一般基準の説明でございま

す。 

 ３つ目の個別基準についてご説明いたします。こちらについては審査

基準のほうに記載がございますので、当日配付資料の、１８ページをお

開きください。資料１８ページの一番下のほうに４という項目がござい

まして、これが個別基準の項目となります。この中に幾つか項目がござ

いますが、転用目的ごとの要件といたしましては、次の１９ページに移

っていただきまして、中ほど（２）がございます。ここは転用目的ごと

の要件が定められている部分でございまして、自己住宅の場合、資材置

場、駐車場の場合など、目的ごとに要件が定められておりますので、こ

ちらについては後ほどご確認いただければと思います。この個別基準に

つきましては、基本的に申請を受け付ける際に事務局で内容を確認して

おりまして、定例総会では特に委員の皆様にお伝えすべき事柄があった

場合にのみご説明をしておりますので、ご承知おきください。以上が仕

組みのご説明でございます。 

 続けて、案件の提案説明をさせていただきますので、議案書７ページ

にお戻りください。 

 受付番号４、申請地は、杉久保南■■■■■■■■■■■■、登記簿

地目、畑、■■平米です。現況は、市街地化調整区域内の畑です。転用
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者は、横浜市瀬谷区瀬谷■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■

■■、代表取締役■■■■■、譲渡人は、杉久保南■■■■■■■■■

■、■■■■■、転用の目的は、水道管敷地、権利の種類は、所有権の

移転です。現地の案内図は、資料２－１をご覧ください。資料は、こち

らの案内図のほか、現地の写真と土地利用計画の平面図及び断面図をお

配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  杉久保地域を担当しております。よろしくお願いいたします。 

 申請地のことですが、申請地の隣の宅地に住宅を建設するに当たりま

して、水道をとるための敷地に転用したいという申請でございます。申

請地の周囲はコンクリートブロックで囲いまして、土砂の流出、崩壊が

防がれる計画と聞いております。 

 なお、申請地の畑は、以前は耕作に使用されておりましたが、現在は

耕作されず、資料の写真のような状態になっております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  不動産事業等を行う■■■■■■■■■■■■が申請地の東隣の宅地に

住宅を建築するに当たり、宅地に接する道路に水道が通っていないことか

ら、申請地に接する道路から水道を引くため、水道管敷地として農地転用

したいという申請です。今回当該地の地権者と合意が得られたため、申請

に至ったとのことです。 

 それでは、資料２－１及び、先程ご説明しました当日配付資料の４ペ

ージの表、「農地転用許可制度の概要―農地法―」という資料をあわせて

ご覧ください。 

 許可基準の１つ目の立地基準でございます。資料２－１の左下、農地

区分と書かれている部分をご覧ください。当該地は、第３種農地と判断

しております。これは、市街化区域から申請地まで住宅の用もしくは事

業の用に供する施設が連たんしていることから判断できます。第３種農
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地は、農地転用が原則許可となる立地区分です。この第３種農地の具体

的な判断基準といたしましては、当日配付資料の１３ページをご覧くだ

さい。こちらの資料１３ページの中ほどから少し下のところ、（４）第３

種農地という項目がございます。その続き、ア、要件といたしましては、

「農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域内又は市

街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあ

るもの」が第３種農地と判断される要因となっております。 

 この要件のうち、資料１４ページをご覧ください。１４ページの一番

下のところですけれども、（イ）という項目がありまして「宅地化の状況

が次に掲げる程度に達している区域」という項目でございます。その続

きに「ａ 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは

公益的施設が連たんしていること」という記載がございます。今回の案

件に関しましては、こちらに該当いたしますので、立地基準は第３種農

地と判断でき、許可基準のうち、立地基準は満たしているものと考えら

れます。 

 続きまして、土地利用の計画を説明いたします。許可基準の２つ目、

一般基準のうち、周辺農地への被害防除措置が適切であるかなどについ

て、資料２－２、平面図をご覧ください。資料２－２には、申請地に水

道管を埋設した後、整地、砂利敷きするという計画でございます。敷地

の種類は、西側を除いてコンクリートブロック２段で囲って土どめと

し、ブロックの上に６０センチのネットフェンスを設置する計画となっ

ております。また、雨水排水につきましては、申請地を砂利敷きとする

ことで敷地内浸透処理をするという計画になっております。 

 資料２－３をご覧ください。こちらが申請地の断面図になります。上

の図面が申請地を東西に切ったもので、図の右が住宅を建築する宅地、

左が道路となり、こちらから水道を引く計画です。下の図面が申請地を

南北に切ったもので、図の右が畑、左が宅地でございます。現在、申請

地は道路側が一番低く、宅地側の地盤面が少し段差があり、高くなって

おりますけれども、こちらについては整地して、道路側、宅地側ともに
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段差は生じない計画となっております。 

 なお、申請地は、北側のみ農地と接しておりますが、コンクリートブ

ロック２段で土どめとするほか、雨水排水は申請地を砂利敷きとするこ

とで敷地内浸透処理をする計画となっております。これらによって土砂

の流出、崩壊や周辺農地への悪影響が防がれる計画でございます。 

 土地の利用計画に関しましては以上でございますけれども、現地の状

況について補足をさせていただきますので、資料２－１に戻っていただ

き、現地の写真をご覧ください。写真を見ていただきますと、特に写真

②ですが、プラスチックの板や木の板、枝等がいろいろ散乱している状

況で、農地としての状態がよくない状況が見受けられるのではないかと

思います。現在こういう状況なんですけれども、こちらの申請が上がる

前は、この農地には木が生い茂っていて、状態がよくわからないという

実情でございました。こちらの農地転用に関しましては今年２月の時点

から相談がございまして、農地転用の申請前には農地として見られるよ

うに片づける必要があるということを事務局から伝えておりました。今

月８日に申請があった際にも、申請者に現地の状態を尋ね、片づけは終

わっているとのことでしたが、１５日に事務局で現地を確認したとこ

ろ、空き缶、雑誌などが捨てられている状態でした。そのため、１７日

までに片づけるよう指導しましたが、１７日に確認した際には改善が見

られなかったため、翌１８日にも現地を確認し、雑誌などがなくなった

状況を確認いたしましたので、申請を受け付けることとした経緯がござ

います。 

 しかし、昨日、第１班の委員の皆様と現地調査をした際には、現地に

は相変わらずいろいろなものが散乱していて、農地として見るのは難し

いのではないかというご意見をいただきました。現地が農地として見ら

れる状態であるかどうかという点については、農地転用の許可基準の中

には「申請時において、申請者が農地法違反の行為を行っている場合」

以外に明記がございませんけれども、農地転用の申請である以上、現地

は農地である必要があると考えておりまして、海老名市農業委員会の過
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去の案件においても、状態の悪い土地については許可申請の前に改善を

依頼してきた経緯がございます。委員の皆様には、土地利用計画に関す

ることのほか、申請地の農地としての状態に関することも含め、ご審議

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。８番委員。 

【８番委員】  今、事務局からお話があったように、昨日、第１班で見てきました。周

辺は確かに住宅地になっておりましたが、現地はとても農地として見られ

る状態ではなかったことをご報告いたします。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑はないようでございますので、意見のある方。 

【11番委員】  実は私も、昨日、現地調査班の一員として現地を確認させていただきま

した。そういう中で、今、８番委員がお話しされたように、現地の状況は

非常に煩雑な状況と、まさに現在、今回の申請の箇所は進入路としての１

メートル幅で、１０メートルほどの敷地を分筆して、そこを水道管の用地

とするという申請の内容になっておりますけれども、現実にはこの場所は

一体的な農地としてあったものを分筆して、この部分に水道管を埋設する

用地とされたものです。写真①の左側のほうが当該の農地であったわけで

すけれども、ハウスの中に大分廃材が入っていたり、現地の状況は惨たん

たるもので、いわゆる土質形状的に大分処理が、原状回復にはほど遠いよ

うな状況、環境がございます。少なくとも、農地としての原状回復が見込

めるまでは、やっぱりこの許可をするのはいかがなものかなといった意

見、感想でございます。 

【議  長】  ほかにございますか。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見、質疑等がなければ採決に行きますが、取り扱いに対するご意見も

ございませんか。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決に入りますが、よろしゅうございますか。 

【８番委員】  こういう状況ですので、事務局からも再三原状回復ということをお話し

していますから、審議継続という形ではいかがかと思います。 

【議  長】  審議を継続してほしいというご意見がございましたが、ほかにご意見ご

ざいませんか。 

【20番委員】  先程の11番委員と一緒に、昨日、私も第１班として現場を見させていた

だきました。そんなところ、現場で事務局からよく説明をしていただき、

また、今ここでも説明をいただきましたけれども、当然ですけれども、皆

さん、第１班以外の人は現場を見ておられないから、写真程度でご判断さ

れるということであるんですけれども、行ってみると、どうしても農地と

してふさわしくないと私は見受けられます。議決権はないんですけれど

も、今の８番委員の意見に同意をさせていただくようなことでございま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  継続というご意見でございますね。 

 地区委員の12番委員、どうでございますか。一番身近でご存じかと思

いますが。 

【12番委員】  片づけるのは、今までの持ち主の人が片づけるのか、業者の人が片づけ

るのか、そういうことは市で聞き取られているんですか。 

【主  査】  本来的には、こちらの土地についてはまだ農地転用されておりませんの

で、片づける義務は一応地主さんにあるということなんですけれども、こ

ちらはもう農地転用したいという申請が上がっておりますので、事務局か

らの指導としましては、■■■■■■■■が転用したいということでござ

いますので、この申請者の代理人に片づけるように指導してきた経緯がご

ざいます。その指導の結果、どなたが片づけるかというところについて

は、事務局としては特に関与はしておりません。 

 以上でございます。 

【12番委員】  地元ですので、実は地主、持ち主の人のお話を聞いたんですけれども、
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持ち主の方は高齢で、自分で片づけることができそうもないように感じた

んです。本人の説明によると業者の方に委託しているからとは言っておら

れました、先ほどの業者の方にお願いできたらいいのかなと思っていま

す。 

 以上です。 

【議  長】  ほかにご意見ございますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。８番委員。 

【８番委員】  先ほども申し上げましたが、昨日、現地調査に行きまして、見た限りで

は農地としてとても見られる状況ではない、認められるような状況ではな

かったというように感じ取れました。しかしながら、働きかけによって農

地として原状回復できるのであれば、継続審議という形で意見を述べさせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

【議  長】  ほかにございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、今、継続審議というご意見が出ました。継続審議と

いうことでご異存ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、今回の受付番号４につきまして

は継続審議とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号５、申請地は、社家字■■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■■■■平米、ほか６筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■■平

米です。現況は、農業振興地域内の田畑です。転用者は、静岡県駿東郡清

水町長沢■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■■、

譲渡人は、社家■■■■■■■■■、■■■■■、ほか４名、議案書のと

おりです。転用の目的は、駐車場、権利の種類は、所有権の移転です。現
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地の案内図は、資料の資料３－１をご覧ください。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画の平面図、造成計画の平面図、断面図、ボ

ックスカルバート断面図、東側擁壁断面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  これは地域のほうでもかなり開発が進んでいる場所でありまして、中野

に日本郵政の物流センターができた影響で、駐車場をかなり使うというこ

とで、土地を不足している駐車場として転用したいという申請でございま

す。 

 周辺の土地への影響ですが、申請地の周囲はコンクリートの擁壁等で

囲い、土砂の流出、崩壊等も防げる計画と説明を受けております。東側

に田んぼが１件残っておりまして、農地転用によって畔がなくなってし

まいます。これは転用者の責任で、上部の田んぼのほうに水利を設け、

農作業に支障が出ないようにしておりますという計画です。また、水田

地権者等の付近の住民への説明もしくは地権者の了解等も得ております

ので、大丈夫だと思います。 

 また、出入口部分は県道を横切っておりますので、事故防止のため

に、地域指導ということで、回転灯並びにブザーを設置しております。

それと、入り口は大型車が４５台ほど出入りしますので、１２メートル

幅の入り口を設け、水利の上にはボックスカルバートという強固な橋桁

をつくって、安全に囲っております。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  郵便物の収集、運送、配達等に関する受託事業等を行う■■■■■■■

■■■が駐車場確保のために農地転用をしたいという申請です。 

 ■■■■■■■■■■は、静岡県駿東郡清水町に本社を構え、静岡県

内のほか、県内では、小田原市、綾瀬市等に事業所、駐車場を設けて事

業を行っておりますが、海老名市中野に神奈川西郵便局が建設されたこ

とで、物流事業を拡大するため、その近隣で土地を探していたところ、
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当該地の地権者と合意が得られたため、申請に至ったとのことでござい

ます。 

 それでは、立地基準をご確認いただきます。資料３－１の左下、農地

区分という部分をご覧ください。当該地は第３種農地と判断しておりま

す。これは、先ほどご審議いただきました受付番号４と同様に、市街化

区域から申請地まで住宅の用もしくは事業の用に供する施設が連たんし

ているということから判断できます。第３種農地は農地転用が原則許可

となる立地区分ですので、立地基準は満たしているものと考えられま

す。 

 続きまして、土地利用の計画でございます。一般基準のうち、周辺農

地への被害防除措置が適切であるかなどについて一緒に確認していただ

ければと思います。資料３－２の土地利用計画の平面図をご覧くださ

い。図は左側が北を示しております。申請地を場所により最大１メート

ル程度盛り土して転圧し、トラック４４台、乗用車２９台、合計７３台

分の駐車場を整備します。周囲は、北側と南側の水路との境界に場所に

より４段から７段の型枠ＣＰを設置、東側の住宅との境界にコンクリー

トブロック１段、東側の田んぼとの境界にＲＣ擁壁とコンクリートブロ

ック１段を設置し土どめとするほか、住宅との境界は８０センチの目隠

しフェンス、それ以外は１メートルのメッシュフェンスで囲い、ごみ等

の飛散を防止します。西側は水路部分がコンクリート造りになっている

ため、そのままで、フェンスの設置もしないそうです。土どめの頭は２

０センチほど出る計画となっております。出入口は図面の下側、西側の

市道から行います。 

 雨水につきましては、申請地を砂利で舗装した上、雨水トレンチを埋

設し、敷地内浸透処理とする計画でございます。 

 続いて、東側の田との境界の処理についてご説明いたします。現況は

畔がありますが、筆の境界がこの畔にかかってしまっておりますので、

今回の転用によって畔の幅が狭くなり、耕作がしづらくなってしまう状

況がございます。この点につきましては、資料３－２の上、図面の田と
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の境界の部分に「クロ 幅500ｍｍ 新設」という記載がございますが、隣

地に従前と同程度の幅の畔を転用者の責任で設けることとなっておりま

す。また、この田は、図面の左側、北側の住宅の地下に設置済みの暗渠

管から水を引いておりますが、水の量の調整を容易にするために、暗渠

管の出入り口に開閉できる蓋を転用者の責任で設置することとなってお

ります。これらにより、周辺の農地の営農には支障が出ないような計画

とされております。 

 続きまして、造成計画です。資料３－３をご覧ください。網かけの部

分、図面の左側、方角で言うと北側の市道の部分、申請地の一番左下に

Ａという記載がございます。また、図面の左上、同じ市道の上のほうで

すけれども、Ｂという記載がございます。同じ図面の右側にはそれぞ

れ、Ａに対応する場所にＡ'、Ｂに対応する場所にはＢ'という記載がご

ざいます。また、図面の下側、出入り口部分のところにＣ、その少し右

側にＤ、図面の上側、Ｃ、Ｄに対応する部分に、Ｃ'、Ｄ'という記載が

ございます。Ａ－Ａ'の断面が、次の資料３－４の断面図のＡ－Ａ'と対

応しており、ＢからＤについても同様に対応しております。Ａ－Ａ'とＢ

－Ｂ'が申請地を南北、Ｃ－Ｃ'とＤ－Ｄ'が申請地を東西に切った図面に

なります。これらのうち、特に農地との境界をご確認いただきたいと思

います。 

 資料３－４のＣ－Ｃ'とＤ－Ｄ'、下側２つの図面をご覧いただければ

と思います。こちらについては右側が田んぼとの境界になります。境界

部分は田んぼ側が１メートルほど低くなる計画ですが、１メートルの高

さのＲＣ擁壁と１５センチのコンクリートブロック１段を設置すること

で、土どめの頭が２０センチほど出るようになります。これらによっ

て、土砂の流出、崩壊が防がれる計画となっております。 

 資料３－５には道路からの出入り口部分となるボックスカルバートの

詳細の図面がございますのでご覧ください。西側の市道からの進入路の

部分を拡大したものになります。出入り口は南北に１２メートル幅のも

のを１カ所設けるという計画で、その部分のみ水路をボックスカルバー
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トへつけかえます。また、グレーチングを３カ所設置することによって

水路の管理ができるよう配慮がされております。また、この道路は有馬

高校等の通学路となっておりまして、大型車両の出入りには危険が伴う

ことから、車両の出入り時には回転灯及びブザーが鳴るよう措置をする

という計画でございます。 

 資料３－６をご覧ください。こちらは東側の田との境界に設置するＲ

Ｃ擁壁の詳細図でございます。先ほどご説明いたしましたとおり、田ん

ぼ側に50センチの畔を設けることがご確認いただけるのではないかと思

います。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害

防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。委員の皆

様には今ご確認いただきました観点からご審議をいただきまして、総合

的にご判断をいただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。８番委員。 

【８番委員】  昨日見てまいりまして、農地として現場はしっかり管理されておりまし

た。また、隣に残ってしまう田んぼについても、用水とか、畔とかも新設

するということなので、影響は少ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

【11番委員】  私も昨日、現地調査をした一員でございますけれども、そういう中で、

資料３－２に土地利用計画図がございます。これは約５反ほどの面積のと

ころを砂利舗装して、駐車場をつくるというふうな計画になっております

けれども、また、図面の中には右下に「建築物無し」という表示もござい

ます。そのような状況で土地利用されますけれども、現実的には、砂利舗

装といっても、これだけの面積になると、例えば風やなんかが吹いたとき
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に相当にほこりや何かの問題があったり、あるいは雨水の処理は、この図

面にも書かれておりますけれども、雨水トレンチをつくって、そこにため

る、浸透させるという形ですけれども、現実的に砂利舗装の表面から流れ

出たものを雨水トレンチに入れても、実際にはそこが目詰まりしたり、そ

ういう状況がそんなに時間がかからないうちに発生する危険性があると思

うんです。ですから、そういった観点から、そういう形での将来的なトレ

ンチの維持管理を適切に行うよう指導していただきたいという問題。 

 それから、今ここには「建築物無し」と書かかれておりますけれど

も、これだけの面積に、これだけの車を駐車して、例えばトイレや手洗

い、あるいは事務所的な問題は本当は必要なのではないかということが

想像されるんですけれども、そういったことに対して、今回、許可をす

るに当たって、何らかの形での確認をしておく必要があるのではないか

なといった感想、意見を持っております。 

 以上です。 

【議  長】  要望でよろしいんですか。 

【11番委員】  はい、要望です。 

【議  長】  それとも対策を聞きますか。 

【11番委員】  私の意見として、要望で結構です。 

【議  長】  こういう要望がございましたので、事務局からお願いします。 

【主  査】  まさに今、11番委員からいただきましたご要望についてなんですけれど

も、特に事務所、こちらには「建築物無し」とございますが、申請の段階

で、申請地には建築物は建てませんという誓約書を申請者から提出はさせ

ております。しかし、実際には、やはり転用許可を受けて、現地が転用さ

れた後に、そういったものが建ってしまったという事例を聞いたことはご

ざいますので、この点については事務局から再度申請者にはこういうこと

がないように申し入れをしたいと思います。この図面のとおりやるように

お願いしたいと思います。また、トレンチ管につきましても、目詰まりす

る危険性があるということで、管理をしっかりするようにということはお

伝えしたいと思います。 
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 以上でございます。 

【議  長】  11番委員、よろしいですか。 

【11番委員】  はい、結構です。 

【議  長】  ほかにご意見ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決をさせていただきたいと思いますが、受付番号

５について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当と認めます。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第１９号、相続税の納税猶予

に関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  それでは、説明をさせていただきます。 

 まず、この相続税の納税猶予に関する適格者証明についてですが、こ

の証明は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けようとするときに税務

署へ提出する書類の１つとなります。相続人の要件は、相続税の申告期

限までに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後

も農業を継続すると認められる個人であること、被相続人の要件は、死

亡の日まで農業を営んでいた個人であることです。 

 受付番号２、被相続人は、下今泉■■■■■■■■■、■■■、相続

開始年月日は、平成３０年８月１９日、申請人は、河原口■■■■■■

■■■■■■■■、■■■■■、生年月日、昭和２８年１０月１６日、

続柄は、子です。特例農地等の明細ですが、上今泉字■■■■■■■■

■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほ

か３筆、議案書のとおりです。こちらは４筆とも農業振興地域内の田畑

で、田、■■■■■平米、畑、■■■■■■平米、合計、■■■■■■

■■平米です。こちらの農地に関しまして、事務局で４月１５日に現地

確認をいたしましたが、４筆とも適正に農地として管理されておりまし

た。また、平成３０年の農家台帳では、■■■さんは農家の経営主であ
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り、専業の農業従事者として、■■さんは兼業の農業従事者として登載

されておりました。このことから特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。７番委員。 

【７番委員】  このたび下今泉地区から出ました農業委員の７番委員です。初めてのご

説明で、お聞き苦しいところはどうぞお許しください。 

 ■■■さんが昨年亡くなりまして、長男の■■さんが後を継がれると

いうことで、■さんは亡くなるまで長年農業に従事されており、■■さ

んも以前から一緒に農業に従事されていたということですので、特に問

題はないかと思われます。■■さんのお気持ちも、いらしたときに、亡

くなった■さんが１枚１枚自分の力で買ったというか、購入した本当に

大事な田んぼなので、ぜひ継ぎたいという思いをお聞きしましたので、

問題ないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見も質疑もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第２０号、引き続き農業を行

っている旨の証明について（報告）を議題といたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この引き続き農業を行っている旨の証明ですが、この証明は、さきに説

明いたしました農地の相続税の納税猶予を受けている方が、３年ごとに引

き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する際に必要と

なるものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けてい
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る農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証明するも

のとなります。 

 受付番号６、被相続人は、本郷■■■■■■、■■■、相続人には、

同じく、本郷■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２８年３月２９日から平成３１年３月２６日までです。特例農

地等の明細ですが、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地

目、畑、■■■■■平米、ほか１４筆、議案書のとおりです。全て農業

振興地域内の畑で、合計、■■■■■■■平米となります。こちらに関

しては、事務局で３月２８日に現地調査をしたところ、農地として適正

に管理されておりました。こちらの証明ですが、本来であれば総会後に

出すところでございますが、今回は税務署への書類提出期限の関係で専

決処分とさせていただいた旨をご報告させていただきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号６について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第５、議案第２１号、農地利用集積計

画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者より申

し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程させていただき

ます。この審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積

計画を定めるよう要請いたします。海老名市はそれに基づき、農用地利用

集積計画を作成し、その公告があったときに、権利の設定の効果が生じま
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す。海老名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終

わる時期を１２月末としております。 

 それでは、議案書１０ページをご覧ください。 

 まず受付番号１３、借り手は、上郷■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする農地は、

杉久保北■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか４筆、議

案書のとおりでございます。貸し借りの種類は、使用賃借権の設定、利

用目的は、いずれも普通畑、貸し借りの期間は、平成３１年５月１日か

ら平成３１年１２月３１日までの１年間になります。いずれも、農業振

興地域内、５件の新規の計画となります。この案件につきまして、４月

１５日に事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地として管理さ

れておりました。また、借り手の方も農家で、農用地利用集積計画の法

定要件が定められております農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしており、事務局では特に問題ないと考えております。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、受付番号１３について採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１４について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  続きまして、受付番号１４、借り手は、平成２９年に新規就農で農地を

借りました横浜市青葉区田奈町■■■■■■■■■■の■■■、貸し手

は、門沢橋■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする農地は、門沢
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橋■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、議案書のとおりです。

貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間

は、平成３１年５月１日から平成３３年１２月３１日までの３年間となり

ます。こちらは、農業振興地域内、１件の新規の計画です。今回、■■さ

んのほうで耕作面積を拡大したいということで申請が来ております。この

案件につきましても、４月１５日に事務局で申請地と、以前から■■さん

が新規就農として借りた農地を現地確認いたしましたが、両方とも農地と

して適正に管理されておりました。また、借り手は農家で、農用地利用集

積計画の法定要件が定められております農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしており、事務局では特に問題ないと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議

によらない案件の（１）農地の一時使用について（報告）を案件といた

します。 

 受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置き場や工事ヤード等のための農

地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で

申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理しており

ます。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであるか

どうか、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認し
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ます。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使用していただく

ようにしていただいております。 

 これにつきましては、今回の審議では、以前から使用しているものの

継続の申請が１件ありましたので、ご報告いたします。 

 受付番号３、申請地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、ほか８筆、議案書のとおりです。所有者は、上

郷■■■■■■■■、■■■■、ほか５名、議案書のとおりです。使用

者は、横浜市西区平沼■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■

■、執行役員支店長■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市

長内野優、工事名は、平成３１年度（仮称）上郷河原口線道路新設工

事、目的は、工事に伴う仮設ヤードとしてです。使用期間は、平成３１

年４月１日から平成３２年３月３１日までです。本件は、当初、平成２

８年１月から平成２８年３月末までということで申請がありまして、そ

の後、年度ごとに使用期間を延長して、平成３１年３月末まで使用して

おりましたが、さらに１年間延長をするというものでございます。地権

者との契約が年度ごとになることから、このような形での申請となって

いるそうです。この農地の一時使用につきまして、問題ないものと判断

し、専決処分で受理したということをご報告させていただきます。 

 資料は、資料４－１に現地の案内図と現地の写真、資料４－２に土地

利用計画の平面図、資料４―３に断面図をお配りしております。こちら

の資料４－１、左上の地図をご覧いただければと思います。（仮称）上郷

河原口線は、図書館の西側のところから北へＪＲ相模線をくぐって海老

名駅西口方面へ向かう新設道路だそうでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたしま

す。２番委員。 

【２番委員】  この案件は、道路の混雑解消のため、市道建設の工事の作業ヤードとし

て使用する申請でございます。前年度からの継続ということで、特に問題

はないかと思っております。 
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 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、この件につきまして了承とさせてい

ただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１２ページから１６ページまでの（２）農地転用届出に

よる専決処分についてを案件といたします。 

 農地法第４条の受付番号６から９の４件と、農地法第５条の受付番号

９から２０までの１２件について、一括して事務局から説明をお願いい

たします。 

【主  査】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事または農林水産大臣の許可を受けなければならない旨、規定

されておりますが、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出

て転用する場合には、許可を要しないこととなっております。それを定め

ているのが農地法第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号で

す。 

 議案書１２ページをご覧ください。農地法第４条第１項第７号の規定

による届出です。これらは、平成３１年３月１日から平成３１年３月３

１日までの間に届け出がされたものです。受付番号６から９までの４

件、全て畑で、合計、1,336平米です。 

 続きまして、議案書の１３ページから１６ページをご覧ください。農

地法第５条第１項第６号の規定による届出です。届出期間は、同じく平

成３１年３月１日から３月３１日までのものです。受付番号９から２０

までの１２件で、田、１２７平米、畑、7,321平米、合計、7,448平米で

す。 

 以上、これらにつきまして、専決処分で受理したことを報告いたしま

す。 
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 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方、一括でお願いいたします。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、一括になりますが、受付番号６から９の４件と、受付番号９

から２０までの１２件について、一括で了承させていただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、一括して了承とさせていただき

ます。 

 次に、議案書１７ページ、（３）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  相続など、農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権利

を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことにな

っております。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった

場合のみ、現地調査をいたします。 

 議案書１７ページをご覧ください。 

 受付番号４、権利を取得した者は、河原口■■■■■■■■■■■、

■■■■、権利を取得した日は、平成３０年８月１９日、権利を取得し

た事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん

等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、上今泉字■■

■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、ほか３筆、

議案書のとおりです。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号４について、了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 
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【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号５、権利を取得した者は、相模原市中央区上溝■■■■■■

■、■■■■、権利を取得した日は、平成２２年４月９日、権利を取得し

た事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等

の希望は、ございます。届出に係わる土地の所在ですが、中新田■■■■

■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、ほか２筆、議案書の

とおりです。 

 ここで、議案書の備考欄をご覧いただきたいと思います。ここに「相

続した持分は１／２」と記載されております。こちらの土地の残る２分

の１の持ち分を相続した方については、■■さんのご兄弟の■■■■■

さんという方でございますが、この方につきましては、先月届け出がご

ざいまして、３月の定例総会でご報告をしております。また、その際、

農業委員会によるあっせんの希望があるということでございましたの

で、事務局で現地調査をしております。 

 ３月に現地調査した際の写真及び現地の案内図が郵送している資料の

資料５－１及５－２にございますので、こちらをご覧ください。こちら

の写真をご覧いただきますと、現地はきれいに管理されていることがご

確認いただけるかと思いますが、農地を取得した■■さん及び■■さん

は、どなたがここを耕作されているのかはご存じないということでござ

いました。農地のあっせんを希望されておるのでございますけれども、

そのあっせんに当たりまして、現在の耕作者に確認をする必要がござい

ますので、先月の定例総会で委員の皆様に周知させていただき、いただ

いた情報をもとに事務局で確認いたしましたところ、資料５－２、Ａ３

の資料の上の写真①の中新田■■■■■■■だけは耕作者がどなたであ

るかということが特定できました。しかし、残る２筆につきましては、

まだ耕作者の確認ができていない状況でございます。委員の皆様には、

こちらの耕作者につきましてお心当たりがありましたら、事務局までお
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知らせくださいますようにお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号５について、質疑のある方。いらっしゃいますか。また、土地

に心当たりのある方はいらっしゃいますか。 

【６番委員】  私のほうで調べて、ご連絡すればいいですか。 

【議  長】  もし心当たりがあれば、ぜひお願いします。 

【６番委員】  わかりました。 

【主  査】  ありがとうございます。 

【議  長】  ほかにございますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、受付番号５について、了承とさせて

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

 本日の定例総会の案件を終了いたしましたので、傍聴者の方にはご退

席のほどお願い申し上げます。ご苦労さまでした。 

 次に、その他について、委員の皆様から何かございますか。ございま

せんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

【主  事】  今回、事務局から皆様に農地パトロールの説明をさせていただきたいと

思います。資料は、事前にお配りしておりましたＡ３のカラー刷りの資料

１枚「平成３１年度農地パトロール（利用状況調査）／荒廃農地の発生・

解消状況に関する調査の実施について」、「平成３１年度農地パトロール荒

廃農地の報告」、「農地パトロール事例」の資料と、あとは事務局で作成し

ました地図をお配りさせていただいております。その資料を使用して説明

させていただきます。 

 それでは、農地パトロールの説明をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、カラー印刷されておりますＡ３の資料をご覧ください。こ
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の資料の上のところに、先ほど申し上げました「平成３１年度農地パトロ

ール（利用状況調査）／荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の実施に

ついて」とあります。 

 農地法第３０条では、農業委員会は毎年１回、その管轄区域内にある農

地の利用状況についての調査を行わなければならないと定められておりま

す。この利用状況調査は海老名市農業委員会も毎年行っているところでご

ざいまして、今年も実施をさせていただきたいと思っております。今回、

初めて調査を行う委員さんもおりますので、少々詳しく説明せていただき

たいと思います。 

 まず、資料左上の目的、根拠という部分をご覧ください。 

 農業委員会では、遊休農地、荒廃農地の有無やその状況を把握して、農

地の所有者や権利者に対し、農地を適正に管理するように指導します。こ

の手段として、農業委員会が行うとされている調査が２つございます。１

つが利用状況調査で、農業委員会が毎年１回、管内の農地の利用状況を調

査するものです。もう１つが荒廃農地の発生・解消状況に関する調査とい

うもので、市町村と農業委員会が協力して、市町村内の現況が荒廃農地と

なっている農地を対象に、その状況等を把握するという調査です。調査名

は２つに分かれているんですけれども、海老名市では一体として行ってお

ります。調査名には特に区別はございませんので、農地パトロールや遊休

農地調査、また耕作放棄地調査など、さまざまな呼び方がありますが、本

質的には同じものとお考えください。 

 次に、調査全体の流れをご説明いたします。資料の左下の図をご覧くだ

さい。この調査の大まかなスケジュールが示してあります。 

 まず、５月と６月にかけて、委員の皆様には担当地区の全ての農地を回

っていただきまして、調査をしていただきます。その次に、６月の定例総

会の日、具体的には６月２４日までにその結果を事務局までお知らせいた

だきまして、事務局はその後、すぐに結果をまとめさせていただきます。

７月の定例総会の際に、班分け及び８月に行う現地調査の日程決めを行い

まして、８月の中旬に、７月にまとめた調査結果をもとに、委員の皆様と
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事務局職員とで４班に分かれて現地調査を行わせていただきます。その調

査結果をもとに、地権者へ適正な管理を依頼する文書を発送します。その

後、１０月末までに解消が見られなかったところが平成３１年度の調査結

果となります。 

 次に、具体的にどういったことをするのかという部分を説明させていた

だきますと、本日お願いする具体的な内容としては、今確認したスケジュ

ールで言いますと、５月、６月のところです。次に、資料の右下、お願い

という部分をご覧ください。調査対象は市内全ての農地となります。各地

区の地区担当委員の方には、地区全ての農地の利用状況の調査を行ってい

ただきます。各地区の調査に使っていただきたい地図を本日お配りしてお

りますので、そちらをぜひご利用ください。また、地区担当にはなってお

りません１番委員、３番委員、14番委員につきましても、同じ地図、資料

をお配りしておりますので、ぜひ利用状況調査を行っていただければと思

っております。ここは農地としてどうなんだといったところがありました

ら、事務局まで報告をしていただければと思います。地図には各担当地区

のおおよその範囲が入っております。海老名市の地図で言うと、ここら辺

が大字の境界だというところに線で引いてありますが、もしかしたら実際

と異なってしまう部分があるかもしれません。ほかの地区の農地であって

も、目についたところやここは荒れているなといったような場所がござい

ましたら、そちらも報告に入れていただければと思っております。 

 また、事務局で皆様にお配りしております緑色の帽子、腕章も、ぜひご

活用いただければと思います。 

 調査対象は全ての農地になりますが、その中でも、特に生産緑地と相続

税の納税猶予の特例対象農地、また平成３０年に、農地法第３条の許可を

受けて、農地として耕作する目的で所有権移転等が行われた農地、昨年

度、遊休農地として把握した農地を重点的に確認していただきたいと思い

ます。重点的に確認していただきたいところには地図上に色をつけて示し

ております。また、地図の枠外に凡例の記載もありますので、ご確認をい

ただければと思います。 
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 そして、資料の２枚目「平成３１年度農地パトロール荒廃農地の報告」

という資料です。 

 こちらが調査報告用紙となります。５月、６月の間に皆様に調査してい

ただく際、ここは遊休農地だ、荒廃農地だと思われるような土地があれ

ば、こちらに記録をしていただきたいと思います。これはどうかなと思う

ところでも、ちょっと怪しいというふうに感じれば、とりあえず入れてお

いていただけると、８月に委員の皆さんと事務局とで現地調査を行う際

に、遊休農地とするかどうかの検討を複数人で行うことができますので、

ぜひ記入いただければと思います。 

 また、遊休農地、荒廃農地の定義としましては、最初にご覧いただいた

資料に戻るんですけれども、資料の右上から中段にかけて記載をさせてい

ただいております。 

 では、そちらの定義を説明させていただきたいと思います。 

 利用状況調査では、農地法第３２条第１項第１号農地と同第２号農地を

把握することとされております。１号農地とは、現に耕作の目的に供され

ておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地です。

２号農地が、農業上の利用の程度が、その周辺の地域における農地の利用

の程度に比し著しく劣っていると認められる農地です。これらの有無を調

査することになっております。 

 荒廃農地調査では、Ａ分類、Ｂ分類という分類分けにより把握すること

になっております。Ａ分類とは、荒廃農地のうち、伐根、整地、区画整

理、客土などにより再生することにより、通常の農作業による耕作が可能

と見込まれるもの、Ｂ分類とは、森林の様相を呈するなど、農地に復元す

るための物理的な条件整備が著しく困難なものとなります。これらの有無

を調査します。 

 表現などは違っておりますが、利用状況調査で言う１号農地と、荒廃農

地調査で言うＡ分類というものは同じものであるということになっていま

す。 

 農業委員会が農地パトロールをすることについては、幾つかの方法で周
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知させていただいております。先ほど修正していただきましたとおり、５

月または６月ごろにお配りする予定の農業委員会の広報紙「農委だより」

や「広報えびな」５月１日号、また、５月には市のホームページ上にも周

知の記事を載せる予定でございます。 

 以上が今回お願いする調査の説明でございます。もう１度要約します

と、皆様のほうでは、お配りした地図をもとに範囲内の農地を見て回って

いただきまして、ここは荒廃農地なのではないか、ちゃんと管理されてい

ない農地なのではないかといったことを報告用紙、または地図上に記録し

ていただきまして、６月２４日までに事務局まで提出していただくという

流れになっております。 

 説明は以上となります。ご協力、よろしくお願いします。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。 

 ほかに案件はないようでございますので、２番委員から閉会の挨拶を

お願いいたします。 

【２番委員】  １時３０分から３時３０分という長い時間、慎重審議をしていただきま

してありがとうございました。これにて閉会といたします。 

（終了 午後３時３０分） 


